
四日市市上下水道局管理規程第３号 

 四日市市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程を次のように定める。  

  令和２年３月９日 

四日市市上下水道事業管理者 山本 勝久 

 

   四日市市水道事業給水条例施行規程の一部を改正する規程  

四日市市水道事業給水条例施行規程（昭和３５年四日市市水道局管理規程第２号）

の一部を次のように改正する。 

 

改正後 

別表（第１４条の３関係） 

区分 工事費 

（略） （略） 

市が行う既設配水管の増径工事に併せて

消火栓を設置するとき 

消火栓設置１箇所につき１，０３４，０

００円 
 

付表① 工事費単価（１mにつき） 

管口径 管種別 砂利道 舗装道 

２５ミリメートル ポリエチレン管 ８，２５０円 ２５，５２０円 

５０ミリメートル ＨＰＰＥ管 １５，２９０円 ３２，５６０円 

７５ミリメートル ＧＸ管 ２８，８２０円 ４６，５３０円 

１００ミリメート

ル 

ＧＸ管 ３２，２３０円 ４９，９４０円 

 

（注） （略） 

 

改正前 

別表（第１４条の３関係） 

区分 工事費 

（略） （略） 

市が行う既設配水管の増径工事に併せて

消火栓を設置するとき 

消火栓設置１箇所につき７４２，５００

円 
 

付表① 工事費単価（１mにつき） 



管口径 管種別 砂利道 舗装道 

２５ミリメートル ポリエチレン管 ６，２７０円 ９，７９０円 

４０ミリメートル ビニル管 ８，５８０円 １１，７７０円 

５０ミリメートル ビニル管 １０，１２０円 １２，９８０円 

７５ミリメートル ビニル管 １３，６４０円 １６，９４０円 

７５ミリメートル 鋳鉄管 ２３，３２０円 ２７，０６０円 

１００ミリメート

ル 

ビニル管 １５，６２０円 １８，９２０円 

１００ミリメート

ル 

鋳鉄管 ２６，７３０円 ２９，９２０円 

 

（注） （略） 

 

   附 則 

 この規程は、令和２年４月１日から施行する。  

（上下水道局管理部お客様センター） 


